
令和６年度　就学支援金手続きについて
江戸川女子高等学校

1 就学支援金の申請方法について

令和６年度の就学支援金について、受給を希望しない方も含め、高校１年生全員が令和６年4月15日(月）までに、

オンライン「e-Shien(イーシエン）」にアクセスし、登録を完了していただく必要があります。

各生徒にお配りした「高等学校等就学支援金　ログインID通知書」に記載のログインID及びパスワードを使用

し、当校HPトップ「News」「その他」の【４年生・保護者連絡】「令和6年度就学支援金手続きについて」から「e-Shi

en(イーシエン）」にアクセスして、登録を行っていただきますよう、お願いいたします。

※申請に際しては、「令和６年度高等学校等就学支援金申請手続きのお知らせ」（紙にて配布）及び、当校HP
News内に貼付されたマニュアルをご覧いただき、登録をお願いいたします。

※スマートフォンにて「e-Shien(イーシエン）」の登録を希望される方は、「令和６年度高等学校等就学支援金
申請手続きのお知らせ」（紙にて配布）３ページ｢03就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」での申請手続
き」の「e-Shienログイン画面はこちら」からアクセスしてください。

※また、７月以降の受給を受けるためには、再度７月頃に「e-Shien(イーシエン）」にて、「継続意向登録・収入状況
届出」を申請していただく必要がありますが、改めてご案内いたします。

2 審査について
「e-Shien(イーシエン）」にて登録された内容に従い、東京都が審査を行います。

3 結果通知について
東京都より学校を通じて、書面にて審査結果が通知されます。

4 資金交付について
就学支援金は東京都から学校あてに資金交付があり、各生徒の認定金額は年度末（3月）に学校より、学費
引落口座あてに振込をいたします。

5 来年度以降の受給について
来年度の就学支援金受給のためには、来年度に申請を行う必要があります。
申請にあたり、本年度配布したログインID及びパスワードが必要になりますので、在学中は「高等学校等就学
支援金　ログインID通知書」は大切に保管していただきます様、お願いいたします。
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